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「1956年から1960年までの東ドイツにおける身体文化・スポーツ促進に

関する訓令」に関する研究ドイツ連邦公文書館所蔵文書 DR5/561 を

手懸りにして

寳學 淳郎

Atsurou Hougaku: A study of ``Directive Regarding the Promotion of Physical Culture and Sports in the

German Democratic Republic from 1956 to 1960'': Finding clues in document DR5/561 of the German

Federal Archives. Japan J. Phys. Educ. Hlth. Sport Sci. 60: 701714, December, 2015

AbstractOne of the characteristics of the German Democratic Republic's (GDR) sports policy was the

large volume and variety of sports-related regulations. In this study, I investigated the time of creation,

nature, content, and characteristics of the ``Directive Regarding the Promotion of Physical Culture and

Sports in the German Democratic Republic from 1956 to 1960'' (``Direktive zur Entwicklung der K äor-

perkultur und des Sports in der Deutschen Demokratischen Republik vom 1956 bis 1960'') ―all of which

have been unclear up until now― using DR5/561, a document maintained in the German Federal

Archives. I considered the characteristics primarily through a comparison with earlier sports-related

regulations.

In summary, a number of points were clariˆed. First, there is a possibility that the directive was a

top-secret document created sometime during or after September 1956. Furthermore, the State Commit-

tee for Physical Culture and Sport decided to forward the directive to the German Gymnastics and Sports

Federation (DTSB) on February 4, 1957. Second, the directive comprised 7 sections (infant and youth

sports; workers' popular sports; improvement of sports performance; science and the cultivation of ex-

perts; investment and construction work; sports instruments and materials/development; and ˆnancial

aŠairs), the ˆnal 3 sections having been absent in previous regulations. Third, one of the characteristics

of this directive was the establishment of mid- to long-term objectives, as in the GDR's Second Five-Year

Economic Plan (1956―1960) with which it was issued in conjunction. Here, one can see the GDR's

approach of trying to promote sports more systematically than in the past. Fourth, while the directive

does not clearly specify the role of certain groups that had been leaders in the GDR sports world ―such

as the Free German Youth― it does specify the role of the DTSB, which was established in April of the

following year. This suggests that the directive was a change in direction from a Soviet sports-system

model. In other words, it was something created with the construction of a sports system unique to the

GDR.

It still cannot be determined whether the directive that is included in DR5/561 is the same as any of

the documents found in GDR sports history books. This is because some points regarding the directive

are still unclear, such as the exact time and date it was created, and which organizations other than the

DTSB to which it was forwarded.
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表 先行研究に示されている東ドイツの主なスポーツ関係規程

決議年月日 通 称 決議機関 公開場所，年

1 1950.2.8 「青少年法」注1) 人民議会 官報，1950

◯ 1951.3.17 「SED 中央委員会の決議」注2) SED 中央委員会 SED 党大会文書，1952

◯ 1956.2.9 「閣僚評議会の決定」注3) 閣僚評議会 官報，1956

◯ 1956.9.12.
「1956年から1960年までの東ドイツにおける身
体文化・スポーツ促進に関する訓令」注4)

国家身体文化・
スポーツ委員会 非公開

◯ 1960.2.1
「1965年までの社会主義的身体文化発展に関す
る国家身体文化・スポーツ委員会の訓令」注5)

国家身体文化・
スポーツ委員会 T.P.K., 1961

6 1964.5.4 「第 2 次青少年法」注6) 人民議会 官報，1964

◯ 1965.9.1
「1970年までの社会主義身体文化発展の将来計
画作成に関する訓令」注7)

国家身体文化・
スポーツ委員会 T.P.K., 1967

8 1968.4.6 「東ドイツ憲法」注8) 人民議会 官報，1968

◯ 1968.9.20 「東ドイツ国家評議会の決定」注9) 国家評議会 官報，1968

10 1974.1.28 「第 3 次青少年法」注10) 人民議会 官報，1974
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．は じ め に

筆者は，社会主義の模範と言われ，スポーツ分

野でも世界の注目を集めたドイツ民主共和国（以

下「東ドイツ」と表記）のスポーツについて，政

策的側面から研究を始めた．東ドイツでは，ス

ポーツに対しても国家及びドイツ社会主義統一党

（Sozialistische Einheitspartei Deutschlands，以

下「SED」と略す）の強い関与があったと考え

られるからである．

東ドイツスポーツ政策の特徴の 1 つは，ス

ポーツに関係する諸規程（以下「スポーツ関係規

程」と表記）の数の多さとその種類の多さにある

（Knecht, 1978, p. 3048）．

表―1 は，先行研究に示されている東ドイツの

主なスポーツ関係規程の決議年月日，通称，決議

機関，公開場所，年である（Eichel u.a., 1983

Erbach u.a., 1979Knecht, 1978増田，1977

Wonneberger u.a., 1967など）．

上述の規程は，スポーツ分野のみを取り扱った

規程（◯◯◯◯◯◯）とスポーツ分野以外をも取

り扱った規程（1, 6, 8, 10）に分類され，さらに

前者は，中長期的な期限を設けた規程（◯◯◯）

とそれ以外（◯◯◯）に分類される注11)．なお，

T.P.K. (Theorie und Praxis der K äorperkultur の

略称）は東ドイツのスポーツ専門雑誌であり，規

程◯は後述するように極秘文書と考えられ，東ド

イツ時代には非公開であった．

これらのスポーツ関係規程にはその時々の東ド

イツのスポーツ振興への姿勢，基本的な考え方が

反映されていると考えた寳學は，まず上述の 9

つのスポーツ関係規程を体系的に整理し，それら

の内容，特徴及び変容を時代的な移り変わりとと

もに明らかにしたが，その際，「1956年から1960

年までの東ドイツにおける身体文化・スポーツ促

進に関する訓令」◯を研究対象から除外した（寳

學，1993）．

同訓令について，東ドイツの代表的なスポーツ

史書である『ドイツ身体文化史』は，「閣僚評議

会の決定と第 3 回スポーツ会議を評価し，国家

身体文化・スポーツ委員会は幾つかの重要な決議

を行った．例えば，専門家養成の統一的システ

ム，体操・トゥルネンの改善，1956年の計画，

新しいスポーツ章に関するものである．後に，

1956年から1960年までの東ドイツにおける身体

文化・スポーツ促進に関する訓令も決議された」

（Wonneberger u.a., 1967, pp. 163164）と記し，
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『図説身体文化史』は，「第 3 回党会議の諸決議

に基づいて，国家身体文化・スポーツ委員会は，

『1956年から1960年までの東ドイツにおける身体

文化・スポーツ促進に関する訓令』を発し」

（Eichel u.a., 1983, p. 113）と記している．

東ドイツにおける第 2 次経済 5 ヵ年計画

（1956―1960年）を定めた SED 第 3 回党会議が

1956年 3 月24―30日に開催されたことや，同訓

令の名称から，同訓令は1956年 4 月から12月末

までに作成されたと推測されるが，その内容など

については従来不明であった．

1952年以来東ドイツにおけるスポーツ分野の

最高機関であった国家身体文化・スポーツ委員

会注12)による最初の中長期的な訓令と考えられる

同訓令を入手することができなかった筆者は，

1991年12月に，H. ベルネット，H.J. タイヒラー，

G. ヴォンネベルガーなどのドイツ（以下1990年

以前は「西ドイツ」，1990年以後は「ドイツ」と

表記）のスポーツ研究者や図書館・公文書館に，

その所在などを問う手紙を出した．

結局同訓令は見つからなかったが，G. ヴォン

ネベルガー注13)からの返信は次のように記してい

た．「その訓令は口頭で論議されたが，議決され

なかった．論議資料が見つかるかどうか現在私は

わからない．なぜなら近年多くの文書資料が失わ

れたからである」（G. ヴォンネベルガーから筆者

への私信，1992年 4 月25日）．

G. ヴォンネベルガー自身が編集した『ドイツ

身体文化史』などと異なる内容の返信であった．

寳學はこの訓令が文書として残っていないと考

え，先述の論文では研究対象から除外している．

ドイツでは再統一後間もなくから東ドイツス

ポーツ史の再構成が始まったが注14)，それは西ド

イツ出身のスポーツ史家主導で進められていっ

た注15)．東ドイツスポーツ関係者の多くは，この

ような状況や西ドイツ出身のスポーツ史家によっ

て書かれた東ドイツスポーツ史にかかわる誤った

叙述や作為的内容を厳しく批判するのみならず

（Recknagel, 2007），東ドイツスポーツ史の修史

の一環として，旧東ドイツのスポーツ史家が中心

となり，1995年から「東ドイツスポーツ編年史」

を「スポーツ史に関する寄稿論文」誌に寄稿し始

めた注16)．「スポーツ史に関する寄稿論文」誌の

第 1 巻の刊行は1995年であり，その冒頭には，

G. ヴォンネベルガーによる「東ドイツスポーツ

編年史第 1 部19451949年」が掲載され，「東

ドイツスポーツ編年史」は以後2000年まで同誌

に掲載された．

この「東ドイツスポーツ編年史」には，東ドイ

ツ時代のスポーツ史書に記された史実や評価の修

正なども見られる（寳學，2013）．例えば，「東

ドイツ国家評議会の決定」（1968年）について，

『東ドイツスポーツ編年史』は「東ドイツにおけ

る社会主義的身体文化の助成，さらなる発展に関

する最も重要な文書の一つ」（Skorning, 1975,

p. 51）と記しているが，「東ドイツスポーツ編年

史第 5 部19661970年」は，それを「進歩を前

提とした非現実的なもので，1974年に失効した」

（Simon, 1997, p. 18）と記している．

「東ドイツスポーツ編年史第 3 部19561960

年」の「1956年 2 月 9 日」の項目を読んだ時，

筆者は少し驚きを覚えた．「1956年から1960年ま

での東ドイツにおける身体文化・スポーツ促進に

関する訓令」に関する叙述が東ドイツ時代と余り

変わっていなかったからである．そこには，「国

家委員会は，その後，専門家養成の統一的システ

ム，新しいスポーツ章，1956年の計画，1956年

の第 2 回トゥルネン・スポーツ祭の準備，1956

年から1960年までの訓令に関する新たな重要な

決議を行った」（Skorning, 1996b, p. 6）と記さ

れている．やはり，同訓令は存在していたのでは

ないかと考え，筆者は再びそれを探し始めた．

2012年11月，ドイツ連邦公文書館において

DR5/561 と番号のついた同訓令を含む文書が発

見され，筆者はそれを郵送で受け取った．本稿で

は，この文書 DR5/561 を手懸りに，主に同訓令

の作成時期，性格，内容，特徴を検討したい．そ

の際，同訓令の特徴については，同訓令以前のス

ポーツ関係規程との比較から主に検討する．
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．訓令の保存状況と性格

. 保存状況

郵送された同訓令には不明な点が多かったの

で，筆者は2014年 3 月にベルリンのリヒターフ

ェルデにあるドイツ連邦公文書館を訪れ，同訓令

について再度確認を行った．

公文書館には事前に文書 DR5/561を閲覧出来

るように請求していたが，手渡されたのは 1 つ

の封筒であった．封筒の表には，同封の文書が作

成された日時は不明と手書きで書かれ，中には

B5 サイズの 2 つの文書が入っていた．それは

「1956年における民主的スポーツ促進運動の発展

に関する報告｣注17)と「1956年から1960年までの

東ドイツにおける身体文化・スポーツ促進に関す

る訓令」に関する文書であった．後者は10頁で

あり，扉と「1956年から1960年までの東ドイツ

における身体文化・スポーツ促進に関する訓令」

から成っている．同文書の保存状態が悪く，読み

にくい箇所もあるが，すべて解読できる．

. 性格

同訓令の性格については，同文書の扉の内容か

ら窺うことができる．

文書の扉（資料 1）の上部左側には，擦れて見

えにくいが「国家身体文化・スポーツ委員会長」

の印，上部右側には「厳重な秘密公文書」の印が

押されている．

その下には，計画・投資部局という部局名，委

員会議案 Nr.4/2/57という文字がある．この Nr.

について公文書館の司書に尋ねたところ，この頃

の東ドイツでは，この箇所に日付が書かれること

が多かったと説明がなされた．そうすると，同文

書は1957年 2 月 4 日に決議されたことになる．

中央には，「決議1. 委員会はこの案を承認す

る．2. この案はドイツトゥルネン・スポーツ

連合（Deutscher Turn-und Sportbund，以下

「DTSB」と略す）に勧告として転送される」と

記されている．

そして，右下にはゲルリッツ部局長という文字

とその上にサインが記されている．

最も下にはドイツ連邦公文書館の印が押され，

DR5/561 という文書番号が手書きで記されてい

る．司書に DR5 の意味と手書きの文字は誰が書

いたのかを尋ねたところ，DR5 は東ドイツ国家

身体・スポーツ委員会関係の文書を意味し，その

分類はドイツ再統一後に公文書館が行い，番号は

その際手書きで書かれたと説明がなされた．

以上の扉の内容からは，国家身体文化・スポー

ツ委員会が同文書を決議したのは1957年 2 月 4

日であったことや，同訓令が公開されない極秘文

書であった可能性が窺える注18)．

1957年 2 月 7 日，国家身体文化・スポーツ委

員会は，「民主的スポーツ促進運動の活動と構造

の改善に関する理由と提案」を発表し，DTSB

設立（1957年 4 月）へと進んでいくが，ドイツ

再統一後に刊行された「東ドイツスポーツ編年

史」は，この動きを「それはすべてを国家的に組

織しようとするソビエトモデルからの方向転換」
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（Skorning, 1996b, p. 11）と記している．同文

書が決議されたのはその 3 日前のことであった．

扉の「DTSB に勧告として転送される」とい

う内容については後述する．

．訓令の内容

ここでは，同訓令の分量，構成，内容ついて検

討したい．

. 分量と構成

同訓令の分量（B5 版横書き 1 段組 9 頁）は，

スポーツ分野のみを取り扱った以前のスポーツ関

係規程「SED 中央委員会の決議」（A5 版横書き

1 段組み16頁），「閣僚評議会の決定」（A4 版横書

き 2 段組10頁）と比較すると少ない．それは同

訓令が「閣僚評議会の決定」（1956年 2 月）と余

り時を経ずに決議されたためと考えられる．

スポーツ分野のみを取り扱った最初のスポーツ

関係規程である「SED 中央委員会の決議」（1951

年）は前文と12項目（ドイツスポーツ委員会の

役割と課題，学術的研究の改善，スポーツ章「労

働と平和防衛の準備」とスポーツ等級制度，民主

的スポーツ促進運動における組織形態と課題，ス

ポーツ団体，地方スポーツ，児童と青少年の身体

教育，民主的スポーツ促進運動の種目別競技団体

の課題，専門家の育成と助成，スポーツ促進運動

を発展させる際の宣伝及び広告活動の課題，ドイ

ツ統一に関する闘争における民主的スポーツ促進

運動の課題，平和を愛する諸国家のスポーツマン

との友好関係の強化）で構成されていたが，「閣

僚評議会の決定」では大きな項目数が 4（児童・

青少年スポーツの促進，大衆スポーツの促進とス

ポーツマンの愛国教育，競技スポーツ，スポーツ

章「労働と祖国防衛の準備」の拡大・修正と防衛

力増強のための諸方策の導入）に減る一方で，児

童・青少年スポーツ，大衆スポーツ，競技スポー

ツという領域が明確にされた．

同訓令は，前文と児童・青少年スポーツ，勤労

者の大衆スポーツ，スポーツ競技力の向上，科学

と専門家育成，投資と建設工事，スポーツ器材・

開発，財政という 7 項目から構成されている

が，最後の 3 項目は従来のスポーツ関係規程に

は見られないものであった．

表 2 は，国家身体文化・スポーツ委員会の中

長期的で総合的な内容を有する訓令（年）と構成

である．「1956年から1960年までの東ドイツにお

ける身体文化・スポーツ促進に関する訓令」の構

成が，国家身体文化・スポーツ委員会によって後

に決議された 2 つの訓令，特に1960年の訓令の

構成と類似していることは注目される．

. 内容

ここでは同訓令の内容を具体的に明らかにした

い．

同訓令の前文では，まずそれまでの東ドイツに

おけるスポーツ分野の発展状態が記されている．

成果としては，100万人以上の青少年と成人が民

主的スポーツ促進運動に参加していること，学校

スポーツの基礎が築かれたこと，少ないが競技ス

ポーツの成果も出てきたことなどがあげられてい

る．

そして，以前の成果や第 2 次経済 5 ヵ年計画

を評価し，民主的スポーツ促進運動や国家的諸機

関に次の課題が生じたとされている．そこでは，

大衆スポーツの促進が重要とされ，民主的スポー

ツ促進運動にさらに多くの住民，青少年，児童を

獲得すること，スポーツ章「労働と祖国防衛の準

備」の獲得者数を増やすことなどを課題として定

めている．一方，競技スポーツに関しては，世界

的競技水準に到達し，その成果を，特にオリンピ

ック種目での世界記録の樹立，タイトル，勝利に

おいて示すことが課題と定められている（ドイツ

連邦公文書館所蔵「1956年から1960年までの東

ドイツにおける身体文化・スポーツ促進に関する

訓令」，p. 2）．

．児童・青少年スポーツでは，すべての学校

でのトゥルネン・スポーツ授業の抜本的改善が重

要とされ，主に次のことが定められた．1. トゥ

ルネン・スポーツ教師の養成の保障1959年半

ばまでにすべての学校で十分なスポーツ教師を自

由に利用させる．2. スポーツ授業の質的改善
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表 国家身体文化・スポーツ委員会の中長期的で総合的な内容を有する訓令（年）と構成

「1956年から1960年までの東ドイツ
における身体文化・スポーツ促進に
関する訓令」（1956）

「1965年までの社会主義的身体文化
発展に関する国家身体文化・スポー
ツ委員会の訓令」（1960）

「1970年までの社会主義的身体文化
発展の将来計画作成に関する訓令」
（1965）

前文 前文 前文

．社会主義教育 1. 社会主義的身体文化発展の基本
方針

2. 社会主義的身体文化の各領域発
展の主要課題

．児童・青少年スポーツ ．児童・青少年スポーツ 2.1 児童・青少年スポーツ

就学前の身体教育

トゥルネン・スポーツ授業

課外スポーツ

総合大学，単科大学，専門学校にお
けるスポーツ

2.2 総合大学，単科大学，専門学
校及び教育諸機関における身体文化
とスポーツ（学生スポーツ）

．勤労者の大衆スポーツ ．大衆スポーツ 2.3 成人の身体文化とスポーツ（一
般国民スポーツ）

．スポーツ競技力の向上 ．競技スポーツ 2.4 競技スポーツ促進の根本原理

．科学と専門家育成 ．科学と研究 3. 科学と研究促進の基本方針

．専門家の育成と継続教育 4. スポーツ医学の促進

．スポーツ医学の促進 5. 専門家の資格付与，その育成と
継続教育

．投資と建設工事 ．投資活動とスポーツ施設に関す
る諸方策

6. 身体文化の物質的・技術的諸条
件の拡大

．スポーツ器材・開発 ．スポーツ器材

7. 身体文化の統一的システムの科
学的計画と指導

．財政 ．財政

706 寳學

レールプランとプログラムの完全な実施．3.

1960年末までにすべての児童・青少年の20に

スポーツ章を獲得させ卒業させる．4. 児童の自

由意思スポーツの改善．5. 学校スポーツ共同体

の設立と活動の改善．6. 児童・青少年のための

数多くの多様なスポーツ行事の実施．7. 健康で

競技力の高い後継者の急速な育成．8. 青少年の

大規模なトゥルネン・スポーツ大会を1957年夏

に向けて準備する（ドイツ連邦公文書館所蔵

「1956年から1960年までの東ドイツにおける身体

文化・スポーツ促進に関する訓令」，p. 3）．

．勤労者の大衆スポーツでは，1960年まで

にさらに30万人メンバーを民主的スポーツ促進

運動に獲得すること，スポーツ章「労働と祖国防

衛の準備」の所持者数を50万人に引き上げるこ

とが目標とされ，主に次のことが定められた．1.

東ドイツにおける民主的スポーツ促進運動の構造

変革．その際，ドイツスポーツの進歩的伝統，以

前の民主的スポーツ促進運動や社会主義諸国家の

経験を考慮する．2. 資格を有した専門家の養成

とスポーツ諸組織指導部への投入．3. 勤労者の

居住地区におけるスポーツ機会の整備と拡充．4.

都市での大衆スポーツ活動の組織化．5. 勤労者

の休暇センターにおけるスポーツ・ヴァンデルン

の組織化．6. すべての村落におけるスポーツ共

同体やスポーツグループの設立．地方でのスポー
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ツの促進では，特別な重点を次のスポーツ種目に

置くサッカー，重量挙げ，レスリング，ボクシ

ング，体操・トゥルネン，バレーボール，陸上．

7. 様々なスポーツ種目で，夕べ・週末のスポー

ツ祭を実施する．個々の種目は初心者，クラス

，クラスのスポーツマンに分け，実施する．

8. すべての競技をさらに下位レベルから実施す

る．スポーツ諸連盟の会長は競技規程の変更に尽

力する．9. トゥルネンの特別な助成．1960年ま

でに 5 万人の運動指導者を獲得し，養成する．

10. 寄宿舎制及び通学制による運動指導者，審判

の養成特に基本的スポーツ種目．11. 民主的ス

ポーツ促進運動の年長及び経験豊かなスポーツ専

門家に大きな注意を払う．以前の労働者スポーツ

マンの様々な伝統的行事を実施する．12. 郡・県

の文化・スポーツ祭をその年の大衆スポーツ活動

のクライマックスとする．DTSB によって，

1959年に第 3 回ドイツトゥルネン・スポーツ祭

を実施する諸方策を講じる．13. 多くの勤労者を

スポーツに獲得するためのスポーツ勧誘グループ

の設立（ドイツ連邦公文書館所蔵「1956年から

1960年までの東ドイツにおける身体文化・ス

ポーツ促進に関する訓令」，pp. 35）．

．スポーツ競技力の向上では，1958年まで

に若干の重要なスポーツ種目において，1960年

までにすべての重要なスポーツ種目において，そ

の成果によってドイツにおける指導権を握ること

が目標とされ，次のスポーツ種目で主要な方向づ

けを行うこととしているサッカー，陸上，体

操・トゥルネン，水泳，ハンドボール，自転車，

ボクシング，レスリング，重量挙げ，ボート，ヨ

ット，カヌー，スキー（スキージャンプ，長距離

走，ノルディック複合）．特に，陸上，自転車，

ハンドボール，スキー，女子体操，ボクシングは

1958年までに，水泳，男子体操，ボート，サッ

カー，重量挙げ，レスリング，ノルディック複合

は1960年までに西ドイツを上回るという具体的

な目標が設定され，それを確実にするため，主に

次のことが定められた．1. トレーナーの養成と

継続教育に大きな注意を払う．2. 1957年に名誉

職のトレーナーの成績を再検査し，スポーツクラ

ブや職場スポーツ共同体で課題を解決していない

トレーナーは他で配置する．3. スポーツ等級制

度を競技力向上の基盤とする．4. スポーツ諸連

盟会長によって詳細な計画を作成し，決定する．

5. スポーツクラブでの政治的教育の重視．6. 才

能のある後継者，特に児童・青少年へ注意が重要

である．7. 都市，自治体，県への特別なスポー

ツ教師，トレーナーの配置．この教師は1956年

から配置し，翌年から次第に増加させる．8. ド

イツ選抜チームや中心チームのメンバーの改善．

9. 中央集権的な競技システムの改善（ドイツ連

邦公文書館所蔵「1956年から1960年までの東ド

イツにおける身体文化・スポーツ促進に関する訓

令」，pp. 57）．

．科学と専門家養成の初めの箇所では，アジ

テーション・プロパガンダ活動を改善し，特に，

健康保持，人間の美しさ，身体的訓練と強化，他

の卓越した特質の達成，生きる喜びや楽しみの喚

起に関するスポーツの重要性を強調すべきとされ

ている．主に次のことが課題とされている．1.

相応しいプラカード，絵，壁新聞，本，興味深い

フィルムの編集．2. 身体文化全分野における基

本的な科学的研究の実施．特に次が該当するス

ポーツ教師・トレーナーの養成，科学的トレーニ

ング方法の完全な実施，スポーツ医学制度の抜本

的改善，教育フィルム，無線施設，黒板，他の視

覚教育用教材などの援助手段の利用．3. 研究課

題や研究を以前以上に民主的スポーツ促進運動に

適合させる．4. 1956年に設置されたドイツ体育

大学の研究所を身体文化・スポーツ分野の研究の

中心とする．5. 1959年までに，すべてのスポー

ツクラブや競技スポーツの他のスポーツ施設にお

けるトレーニング活動を改善するために，効果的

な映画設備や上映設備を設置する．6. スポーツ

医学制度の改善．スポーツクラブのために1958

年末までにスポーツ医学の主要相談所に 1 名の

スポーツ医師を専任で従事させ，また，選抜や中

心チームのためにその都度 1―2 名のスポーツ医

師を兼業で従事させる．7. 専門家の養成におけ

る大学能力の十分な活用．8. 専門家の養成に際

しては，専門教育とともに政治教育に配慮する．
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9. ドイツ体育大学における教員の質的強化．10.

教育監督者などの採用（ドイツ連邦公文書館所蔵

「1956年から1960年までの東ドイツにおける身体

文化・スポーツ促進に関する訓令」，pp. 78）．

．投資と建設工事では，中央で予定されてい

る次年の大きな建造物（ドイツ体育大学，3 箇所

の人工スケートリンク）が示された後，主に次の

ことが定められている．県評議会を通じた計画，

スポーツ・トトで予定される純益70の県での

利用，地域基金の利用，県・郡で優先すべき資金

活用（1. 始まっているスポーツ施設の完成，2.

健康・衛生機関や施設の改善，3. 大衆スポーツ

発展に役立つスポーツ施設の新設），大衆スポー

ツ助成のために優先する体育館タイプ，スポー

ツ・トトで予定される純益の残り30のスポー

ツクラブへの重点的投入，スポーツの建物計画の

改善（ドイツ連邦公文書館所蔵「1956年から

1960年までの東ドイツにおける身体文化・ス

ポーツ促進に関する訓令」，pp. 89）．

．スポーツ器材と開発の冒頭では，競技ス

ポーツ，大衆スポーツにおける目標実現は，ス

ポーツ器材・用具の質の改善が必要と記され，主

に次のことが課題とされた．1. スポーツ器材の

質の改善，新しいスポーツ器材・用具の開発に関

する友好国との経験交換や協力．2. 重要なス

ポーツ用具のノルマ（技術的，資材的方針）の作

成．3. スポーツ器材の計画，生産，コントロー

ル，分配の強化．4. スポーツ器材・用具の新開

発．特に，トゥルネン用具，水泳器材，自転車器

材，スポーツシューズ，テニス・卓球ボール，ス

キー器材（特に長距離とスキージャンプ），旅行・

ヴァンデルンに関する器材．5. 大衆スポーツ

発展のために，簡単で目的に適ったトゥルネン

用具・器材の開発（ドイツ連邦公文書館所蔵

「1956年から1960年までの東ドイツにおける身体

文化・スポーツ促進に関する訓令」，pp. 910）．

．財政ではその主要課題は，すべての収入源

の利用と倹約とされ，主に次のことが定められた．

1. 財政の計画とコントロールにおけるスポーツ

諸組織のメンバーと役員の協力．2. コストの削

減少なくとも20．3. 諸連盟行事からの収入

の増加少なくとも25．4. スポーツ設備の価

格維持．5. 財政方針の改善（ドイツ連邦公文書

館所蔵「1956年から1960年までの東ドイツにお

ける身体文化・スポーツ促進に関する訓令」，p.

10）．

．訓令の作成時期と特徴

ここでは，同訓令について，まず内容から作成

された時期を検討し，次に特徴を同訓令以前のス

ポーツ関係規程との比較から主に検討する．

. 作成時期

先述のように，DR5/561 の封筒の表には同封

の文書が作成された日時は不明と手書きで書かれ

ているが，その時期は，訓令の内容から限定する

ことができる．手懸かりとなる 1 つは，．ス

ポーツ競技力の向上の 7. ｢都市，自治体，県へ

の特別なスポーツ教師，トレーナーの配置．この

教師は1956年から配置し，翌年から次第に増加

させる」という内容である．この内容からは同訓

令が1956年中に作成されたと考えられる．手懸

りとなるもう 1 つは，．科学と専門家養成の

4. ｢1956年に設置されたドイツ体育大学の研究所

を身体文化・スポーツ分野の研究の中心とする」

という内容である．ドイツ体育大学に研究所が設

置されたのは1956年 9 月であるので，この訓令

は1956年 9 月以降に作成されたと考えられる．

以上のことから，同訓令は1956年 9 月から12

月末までに作成されたと考えられる．

. 特徴

東ドイツ建国（1949年）間もない時期に出さ

れたスポーツ関係規程である「青少年法」（1950

年）と「SED 中央委員会の決議」（1951年）の特

徴は次のことにあった．第 1 は，建国後 4 ヵ月

という早い時期に，東ドイツがスポーツの助成を

国家的な法律において規定したことである．この

ことは，建国間もない東ドイツにおけるスポーツ

の人的物質的に困難な状況を反映したものであっ

たと考えられるが，その一方で，社会主義新国家
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建設などにスポーツを手段として役立てようとす

る狙いがあったことを見逃してはならない（寳

學，1994）．第 2 に，他の政党も政府に参加して

いたにもかかわらず，主なスポーツ関係規程の内

容が SED のものであることである．「SED 中央

委員会の決議」はもとより「青少年法」も人民議

会によって可決法制化されたが，その内容は

SED 中央委員会政治局の決定（1950年 1 月）を

全面的に受け入れたものであった．第 3 に，

「SED 中央委員会の決議」には，ソビエトをモデ

ルとしたスポーツ等級制度，スポーツ組織の再編

などの多くの方策が示され，スポーツ分野におい

てもソビエト追随の傾向が明確に窺えることであ

る．

それに対し，社会主義国家建設が本格化し始め

た時期に出された「閣僚評議会の決定」（1956年）

の特徴は，社会主義体制の卓越性を示すという目

標の下，児童・青少年スポーツ，大衆スポーツ，

競技スポーツを従来より包括的且つ具体的に促進

しようとしていること，ノルマや重点促進種目の

設定にみられるにように計画経済と同様スポーツ

分野も計画的，重点的に促進しようとしているこ

と，従来より軍事力の増強，イデオロギーの強

化，体制の確立にスポーツを手段として役立てよ

うとしていること，従来ドイツの学校体育では重

視されていない学校スポーツ共同体を重視するな

ど，東ドイツ独自のスポーツの促進を目指してい

ることなどにあった（寳學，1996）．

以下では，「1956年から1960年までの東ドイツ

における身体文化・スポーツ促進に関する訓令」

の内容と同訓令以前のスポーツ関係規程の内容を

比較し，同訓令がどのように特徴ある方策を定め

ているのかを明らかにしたい．

1) 児童・青少年スポーツ同訓令の主な特

徴は，「1960年末までにすべての児童・青少年の

20にスポーツ章を獲得させ卒業させる」とい

うように中長期的で具体的な目標を定めているこ

とにある．このような中長期的で具体的な目標設

定は，以前の主なスポーツ関係規程には見られな

いものである．他の社会主義諸国家に歩調を合わ

せた東ドイツにおける第 2 次経済 5 ヵ年計画

（1956―1960年）は1956年に始まったが，計画経

済と同じ様な中長期的な目標設定がスポーツ分野

にも持ち込まれたと言えよう．

2) 大衆スポーツ同訓令の主な特徴は，ス

ポーツ組織の構造改革が明記され，DTSB にも

役割（第 3 回ドイツトゥルネン・スポーツ祭の

実施に関する諸方策）が与えられていることにあ

る．ナチスドイツの崩壊後，社会主義が志向され

たソビエト占領地区及び東ドイツでは，ドイツに

伝統的な地域的性格の強いスポーツフェラインが

禁止され，代わってスポーツ共同体が自治体や職

場につくられた．1950年 4 月には多くの職場ス

ポーツ共同体が集められ労働組合の構成に基づい

てスポーツ団体が設立されたが，それは「ソビエ

トをモデルとした」（Skorning, 1996a, p. 6）ス

ポーツ組織の再編であった．1956年 9 月から12

月末までに作成されたと考えられる同訓令におい

て，それまでの大衆スポーツ促進の主な担い手で

あった自由ドイツ青年同盟注19)，自由ドイツ労働

組合同盟，スポーツ団体に関する事項が「SED

中央委員会の決議」「閣僚評議会の決定」と比較

すると少ない一方で，翌年 4 月に設立される

DTSB の役割が明記されていることは，DTSB

を中心とするスポーツ組織の構造改革（ソビエト

モデルからの方向転換）が東ドイツにおいて早い

時期から動いていたことを窺わせる．文書の扉に

書かれた「この案は DTSB に勧告として転送さ

れる」という内容もこの動きに関連したものと考

えられる．

3) 競技スポーツ同訓令の主な特徴は，

「1958年までに若干の重要なスポーツ種目におい

て，1960年までにすべての重要なスポーツ種目

において，その成果によってドイツにおける指導

権を握る」というように中長期的で具体的な目標

を定めるとともに，以前の主なスポーツ関係規程

と異なり，重点促進種目を明記していることにあ

る．また，前文において「その成果を，特にオリ

ンピック種目での世界記録の樹立，タイトル，勝

利において示す」とオリンピックでの成果を明確

に記していることも従来の主なスポーツ関係規程

と異なる点として注目される．
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4) 科学と専門家養成同訓令の主な特徴

は，「1959年までに，すべてのスポーツクラブや

競技スポーツの他のスポーツ施設におけるトレー

ニング活動を改善するために，効果的な映画設備

や上映設備を設置する」というように，中長期的

で具体的な目標を定めていることである．このこ

とは，「学術的研究の改善」「専門家の育成と助成」

という項目を設けていた「SED 中央委員会の決

議」にはなかったものである．また，東ドイツに

おけるスポーツ科学の中心となるドイツ体育大学

に関係する事項が多いことも同訓令の特徴である．

5) 投資と建設工事同訓令では「投資と建

設工事」に関して初めて項目がたてられたが，主

な特徴は，スポーツくじであるスポーツ・トトの

純益の分配比率などを具体的に明記していること

にある．

6) スポーツ器材同訓令では「スポーツ器

材」に関して初めて項目がたてられたが，主な特

徴は，開発，改善する器材・用具を具体的に明記

していることである．

7) 財政同訓令では「財政」に関して初め

て項目がたてられたが，主な特徴は，「諸連盟行

事からの収入の増加少なくとも25」という

ようにノルマを明記していることにある．

8) ソビエトをモデルとしたスポーツシステ

ムからの方向転換大衆スポーツの箇所でも述べ

たが，同訓令には，「SED 中央委員会の決議」

「閣僚評議会の決定」と比較すると，自由ドイツ

青年同盟，自由ドイツ労働組合同盟，スポーツ団

体に関する事項が少ない一方で，翌年 4 月に設

立される DTSB の役割が明記され，ソビエトを

モデルとしたスポーツシステムからの方向転換が

窺える．

9) スポーツ分野における計画経済などと同

じ様な中長期的な目標設定の導入「1956年から

1960年までの東ドイツにおける身体文化・ス

ポーツ促進に関する訓令」の名称が示すように，

計画経済と同様の中長期的で具体的な目標設定が

様々な箇所でみられることが同訓令の特徴である．

．結 び

本稿では，ドイツ連邦公文書館所蔵文書 DR5/

561 を手懸りに，従来内容などが不明であった

「1956年から1960年までの東ドイツにおける身体

文化・スポーツ促進に関する訓令」について，同

訓令の作成時期，性格，内容，特徴を検討した．

主に以下のことが明らかとなった．

第 1 に，同訓令は1956年 9 月以降1956年中に

作成された極秘文書であった可能性があり，国家

身体文化・スポーツ委員会が同訓令を DTSB へ

転送することを決議したのは1957年 2 月 4 日で

あった．

第 2 に，同訓令は，前文と児童・青少年ス

ポーツ，勤労者の大衆スポーツ，スポーツ競技力

の向上，科学と専門家育成，投資と建設工事，ス

ポーツ器材・開発，財政という 7 項目から構成

されており，最後の 3 項目は従来のスポーツ関

係規程には見られないものであった．このような

構成は，国家身体文化・スポーツ委員会によって

後に決議された1960年代の 2 つの訓令に受け継

がれている．分量的に同訓令は，他のスポーツ分

野のみを取り扱ったスポーツ関係規程と比較する

と少ないが，それは同訓令が「閣僚評議会の決定」

と余り時を経ずに決議されたためと考えられる．

第 3 に，東ドイツにおいて1956年から始まっ

た第 2 次経済 5 ヵ年計画（1956―1960年）に連

動した形で出された同訓令の特徴の 1 つは，計

画経済と同じ様な中長期的な目標設定にあり，東

ドイツが従来より計画的にスポーツを促進しよう

とする姿勢が窺える．それはオリンピック種目を

意識した競技スポーツの内容に端的に見られる．

第 4 に，同訓令は，それまでの東ドイツにお

けるスポーツの担い手であった自由ドイツ青年同

盟，自由ドイツ労働組合同盟，スポーツ団体の役

割を余り明記しない一方で，翌年 4 月に設立さ

れる DTSB の役割を明記している．このことか

らも，同訓令は，東ドイツにおけるスポーツ組織

のソビエトモデルからの方向転換，即ち，東ドイ

ツ独自のスポーツ組織の構築も視野に入れたもの
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であったと考えられる．

本稿では，ドイツ連邦公文書館所蔵文書 DR5/

561 を手懸かりに，従来内容などが不明であった

「1956年から1960年までの東ドイツにおける身体

文化・スポーツ促進に関する訓令」について検討

したが，DR5/561 に含まれているものが，東ド

イツのスポーツ史書に記されているものと同一か

どうかの判断はまだできない．同訓令が作成され

たより正確な日時，DTSB 以外のどこに転送さ

れたのかなど，なお不明な点が存在するからであ

る．このことを前提に，以下では東ドイツのス

ポーツ関係規程の変遷と，そこにおける同訓令の

位置について若干言及したい．

先述したように，東ドイツ建国間もない時に出

されたスポーツ関係規程は「青少年法」（1950

年），「SED 中央委員会の決議」（1951年）であっ

た．東ドイツにおいて社会主義建設が本格化し始

めた1952年以降に出された「閣僚評議会の決定」

（1956年）は，東ドイツのスポーツ関係規程にお

いて重要な位置にある．それは，同決定から，東

ドイツが，スポーツ分野において「社会主義体制

の卓越性を示す」という目標の下，児童・青少年

スポーツ，大衆スポーツ，競技スポーツというす

べての領域を従来より包括的且つ具体的に促進し

ようとしていること，ノルマや重点スポーツ種目

の設定にみられるように，計画的，重点的にス

ポーツを促進しようとしていること，従来より準

軍事的スポーツ，格闘技，愛国教育を重視するな

ど，軍事力の強化，イデオロギー教育の強化，社

会主義体制の確立の手段としてスポーツを利用し

ようとしていること，従来のドイツ学校体育では

重視されていない学校スポーツ共同体を重視する

など，東ドイツ独自のスポーツシステムを模索し

ていること，行政の中央集権化と同じ様に，ス

ポーツ行政の中央集権化を企図していることなど

が窺えるからである．とりわけ，東ドイツが学校

スポーツ共同体を重視していることや，スポーツ

分野のみを取り扱った包括的且つ具体的な法律を

制定していることが重要と思われる．なぜなら，

これらのことはこの時点では，建国当初東ドイツ

がモデルとしたソビエトのスポーツにも，東ドイ

ツと歴史的背景をともにする西ドイツのスポーツ

にもない東ドイツ独自のものであったからであ

る．さらに，スポーツ分野のみを対象とし法的拘

束力のある同決定のようなものはこの時期には世

界に類をみないものであった．

同決定の後，1952年以来東ドイツにおけるス

ポーツ分野の最高機関であった国家身体文化・ス

ポーツ委員会によって，1956年，1960年，1965

年に中長期的で総合的な性格の訓令が 3 つ出さ

れたが，それらは東ドイツの計画経済に連動した

ものであった．1970年に国家身体文化・スポー

ツ委員会は身体文化・スポーツ内閣官房に再編さ

れたが，後者が発したスポーツ関係規程の中で前

者の訓令に相当するものはみあたらない．国家的

な機関による中長期的で総合的なスポーツに関す

る訓令がみあたらない理由については，文書史料

では現在確認できない．このことについて，東ド

イツの著名なジャーナリストであり，歴史家でも

ある K. フーンは，「1970年までに東ドイツにお

いてスポーツシステムがほぼ出来上がっていたか

らではないか．例えば促進するスポーツ種目の区

分も1968年になされていた」と語っている（筆

者の K. フーンへのインタビュー於ベルリン，

2010年11月 3 日）．一方，東ドイツの最も著名な

スポーツマンであり，再統一後ドイツで連邦議員

も務めた G.A. シュアーは，「1970年までに東ド

イツにおいてスポーツシステムがほぼ出来上がっ

ていたからではないか．国家的なスポーツ関係規

程はスポーツシステムが出来るまで出されたので

はないか」と語っている（筆者の G.A. シュアー

へのインタビュー於ベルリン，2011年11月29

日）．

このことについては，その他，国家がスポーツ

の前面に出ないように，つまりスポーツの政治性

を少なくしようとする東ドイツの思惑注20)なども

考えられるが，「1970年までに東ドイツにおいて

スポーツシステムがほぼ出来上がっていたからで

はないか」「国家的なスポーツ関係規程はスポー

ツシステムが出来るまで出されたのではないか」

という言説は，これらの訓令が東ドイツにおける

スポーツシステムの構築に一定の役割を果たした
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ことや，東ドイツのスポーツ関係規程におけるこ

れらの訓令の重要性を窺わせる．

本稿で検討した訓令については，計画経済と連

動した中長期的な目標設定を特徴とするこれらの

訓令の最初のものであるとともに，ソビエトをモ

デルとしたスポーツシステムからの方向転換，東

ドイツ独自のスポーツシステムの構築を「閣僚評

議会の決定」に引き続き進めようとしていること

が窺えることも重要であろう．

それでは，東ドイツは，なぜソビエトのスポー

ツシステムからの方向転換を図ろうとしたのであ

ろうか．このことについては，1950年 4 月から

の「ソビエトをモデルとした」労働組合の組織を

基盤としたスポーツ組織の再編注21)が東ドイツの

実情に合わなかったこと，従来のスポーツ促進計

画が十分には実現されなかったこと，1955年に

東ドイツが主権を回復し独自の政策を打ち出せる

ようになったこと，1956年のオリンピック大会

において成果が出なかったことなどが推測され

る．このことについて，先の K. フーンは「何で

もそう，そのままではない．ソビエトから学んだ

が，東ドイツはソビエトより組織するのが上手か

った」と語り（筆者の K. フーンへのインタビ

ュー於ベルリン，2010年11月 3 日），G.A. シ

ュアーは「ソビエトのシステムは国家が中心であ

ったが，東ドイツはやり方を変えた．それにはお

金の問題もあった」と語っている（筆者の G.A.

シュアーへのインタビュー於ベルリン，2011

年11月29日）．

ソビエトをモデルとしたスポーツシステムから

の方向転換，東ドイツ独自のスポーツシステムの

構築という問題は，ソビエトのスポーツと東ドイ

ツのスポーツの差異を考える上で重要である．東

ドイツが1950年代後半から，ソビエトのスポー

ツの何を，何のために，どのように変えていった

のかなどについて，DTSB の設立も含め今後慎

重に時間をかけて検討していきたいと考えてい

る．その際には，L. スコルニンク，K. フーン，

G.A. シュアーの「国家が中心」「お金の問題」と

いう言説などにも注目したい．

唐木（1995）が言うように，社会主義体制の

歴史は，まず理念が打ち出され，それを社会主義

建設という名で実現してきた経緯があるので，社

会主義国家におけるスポーツの分析は，理念と現

実との関係を明らかにする作業が欠かせない．こ

れは旧社会主義諸国家における建前と本音の区別

をするというだけでなく，現存する社会主義国家

の可能性と限界を明らかにするという重要な課題

をも解くことになるからである．冒頭で述べたよ

うに，東ドイツの場合，スポーツ関係規程にその

時々のスポーツ振興への姿勢，基本的な考え方が

反映されていると考えられるので，本研究で検討

した訓令も含め，スポーツ関係規程が東ドイツに

おいて実際にどのように実施され，どのような結

果を生じさせていったのかを明らかにすることも

今後の課題となる．

謝辞

本研究の主要資料の解読は，ハイコ・ビットマ

ン教授（金沢大学）の援助を得て実施しました．

心より感謝申し上げます．

注

注 1) Gesetz äuber die Teilnahme der Jugend am Auf-

bau der Deutschen Demokratischen Republik und

die F äorderung der Jugend in Schule und Beruf, bei

Sport und Erholung.

注 2 ) Entschließung des Zentralkomitees der

Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands auf

der Tagung vom 15. bis 17. M äarz 1951. Die

Aufgaben auf dem Gebiet der K äorperkultur und

des Sports.

注 3) Beschluß äuber die weitere Entwicklung der

K äorperkultur und des Sportes in der Deutschen

Demokratischen Republik.

注 4) Direktive zur Entwicklung der K äorperkultur

und des Sportes in der Deutschen Demokratischen

Republik von 1956 bis 1960.

注 5 ) Direktive des Staatlichen Komitees f äur

K äorperkultur und Sport zur Entwicklung der

sozialistischen K äorperkultur bis zum Jahre 1965.

注 6) Gesetz äuber die Teilnahme der Jugend der

Deutschen Demokratischen Republik am Kampf

um den umfassenden Aufbau des Sozialismus und

die allseitige F äorderung ihrer Initiative bei der
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Leitung der Volkswirtschaft und des Staates, in

Beruf und Schule, bei Kultur und Sport. Jugend-

gesetz der DDR.

注 7) Direktive zur Ausarbeitung der Perspektivpl äane

f äur die Entwicklung der sozialstischen K äorperkul-

tur bis 1970.

注 8) Verfassung der Deutschen Demokratischen

Republik.

注 9) Beschluß des Staatsrates der Deutschen

Demokratischen Republik. Die Aufgaben der

K äorperkultur und des Sports bei Gestaltung des

entwickelten gesellscha‰tlichen Systems des

Sozialismus in der Deutschen Demokratischen

Republik.

注10) Gesetz äuber die Teilnahme der Jugend an der

Gestaltung der entwickelten sozialistischen

Gesellschaft and äuber ihre allseitige F äorderung in

der Deutschen Demokratischen Republik. Jugend-

gesetz der DDR.

注11) 東ドイツの法体系の中では，人民議会によって

制定される法規が「法律」（Gesetz）と呼ばれた．

人民議会は，このほかに「決定」（Beschluß）を

行うことがあり，これも法規としての拘束力を持

った．東ドイツ憲法第48条によれば，人民議会は

唯一の憲法・法令制定機関であるとされていた

が，実際には人民議会によって制定される法令は

極めて少なかった．即ち，人民議会の機関として

集団元首機能的役割を担う国家評議会は，人民議

会の法律・決定を実行するために「布告」（Erlaß）

を発し，また自らも「決定」を下した．さらに，

人民議会のもう 1 つの機関としての政治的機能を

担う閣僚評議会も，人民議会の法律・決定及び国

家評議会の布告・決定に基づいて，自ら「命令」

（Verordnung）を発し，また，決定を下すことが

できた．東ドイツでは，以上の各機関の法律，決

定，命令がすべて法規としての拘束力を持ってい

た（田沢，1990，pp. 144145）．なお，訓令

（Direktive）の拘束力については不明である．

注12) 国家身体文化・スポーツ委員会は，1952年 7

月24日の「国家身体文化・スポーツ委員会設置に

関する命令」によって，「身体文化とスポーツの

全分野の最高機関」として位置づけられた．それ

によって，前年の「SED 中央委員会の決議」に

よって定められたドイツスポーツ委員会の指導的

役割は 1 年足らずで変更され，国家的機関がス

ポーツを統轄することになった．

注13) 1926年生まれの G. ヴォンネベルガーは，1967

年から1991年までドイツ体育大学に勤務した東ド

イツの代表的なスポーツ史家であった．

注14) 東ドイツの歴史学に対する懐疑と同様，東ドイ

ツ時代に書かれた教条主義的なスポーツ史叙述に

対する懐疑があったからである（Bernett, 1990).

注15) 当初目指されていた東ドイツスポーツ史に関す

る東西ドイツ関係者による共同作業はなされてい

ない．W. ブスらによる著作はその数少ない例外

である（Buss und Becker, 2001).

注16) ｢東ドイツスポーツ編年史」の出版経緯につい

ては K. フーンの著作に詳しい．（Huhn, 2007).

注17) Bericht äuber die Entwicklung der demokra-

tischen Sportbewegung im Jahre 1956.

注18) 東ドイツは同訓令をなぜ極秘にしようとしたの

であろうか．2 つのことが考えられる．第 1 は，

西ドイツに知られたくなかったためと推測され

る．東ドイツは，1956年からオリンピックに統一

ドイツチームとして参加していたが，統一ドイツ

チームをつくるために事前に西ドイツと予選を行

わねばならなかった．どの種目に力を入れようと

しているかなど，この時期には東ドイツより競技

力の高かった西ドイツに知られたくはなかったと

考えられる．第 2 は，ソビエトに配慮したためと

推測される．1952年ソビエトでスターリン批判が

生じていたとはいえ，ソビエトの影響力の強かっ

た時期にソビエトモデルから方向転換を示唆させ

るものは敢えて公表したくなかったと考えられ

る．その他，ソビエトをモデルとした労働組合を

基盤としたスポーツ組織の再編が東ドイツの実情

に合わなかったことなども考えられるが，いずれ

も仮説的な域を出ない．

注19) 自由ドイツ青年同盟は1946年 3 月超党派の大

衆団体として設立されたが，実際にはドイツ共産

党が圧倒的な影響力を持ち，他の大衆団体と同

様，ドイツ共産党の後継政党である SED の賛助

団体となった．特に DTSB が設立されるまで，

自由ドイツ労働組合同盟とともに東ドイツにおけ

るスポーツの発展に貢献した．

注20) スポーツへの国家的関与について，東ドイツは

特に西ドイツなどから厳しい批判を受けていた．

注21) 労働組合の組織を基盤としたスポーツ組織の再

編について，東ドイツ時代のスポーツ史書と異な

り，再統一の後「東ドイツスポーツ編年史」では

「ソビエトをモデルとした」と明記されている．
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